


はじめに

　子どもたちは、誰もがかけがえのない存在であり、生まれながらにして「権利の主体」です。

子どもが毎日を生き生きと過ごし、伸び伸びと成長・発達していくことができるよう、全て

の子ども・若者が各自の置かれた環境に左右されることなく、挑戦の機会に恵まれ、自分ら

しく幸せに生活できる社会の実現が望まれます。また、共働き世帯が更に増加し、父母とも

に子育てを行う「共育て」が増える中、ワーク・ライフ・バランスの推進など、子育て当事

者が安心して子育てできる環境の充実が必要です。

　札幌市では、平成 16 年９月に、子ども・子育て支援分野の総合計画として「さっぽろ子

ども未来プラン」を策定後、平成 21 年 4 月に施行した「子どもの最善の利益を実現するた

めの権利条例」の理念を通底理念とし、子ども・若者・子育て当事者のための施策を総合的

に進めてまいりました。

　一方、子ども・若者や子育て当事者を取り巻く環境は大きく変化しており、ヤングケアラー

や困難な状況にある若年女性への支援といった新たに顕在化した課題の解決、妊娠期からの

切れ目のないサポート体制の充実、更には子どもの貧困の解消や、子育て・家計等において

厳しい状況に置かれているひとり親家庭に向けた取組が求められています。

　こうした課題を踏まえ、このたび、子どもの権利保障や子ども・若者及び貧困世帯やひと

り親家庭を含めた子育て当事者への施策をより一体的に推進するため、関連する計画を統合

し「第５次さっぽろ子ども未来プラン」を策定いたしました。この計画では、子ども・若者・

子育て当事者の視点に立って、地域資源の活用や組織横断的な連携により、貧困と格差の解

消を図り、ライフステージに応じた切れ目のない支援を行ってまいります。

　この計画の基本理念を達成するためには、行政のみならず、市民の皆さま、地域コミュニ

ティ、教育機関、企業、そしてボランティア団体など、多様な主体との協力と連携により、

子ども・若者・子育て当事者を社会全体で支え「こどもまんなか社会」の実現を目指してま

いりたいと考えておりますため、引き続き、ご支援とご協力を賜りますようお願いいたしま

す。

　最後に、この計画の策定に当たり、札幌市子ども・子育て会議や札幌市子どもの権利委員

会の委員をはじめ、各調査にご協力いただいた皆様、パブリックコメントに意見を寄せてい

ただいた多くの子どもたちや市民の皆様に心からお礼を申し上げます。

　令和７年（2025 年）３月
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